
貸借対照表注記（2022年3月期）
1.記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2.有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定
額法）、その他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づ
く時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし、市場価格のない株式
等については移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券
の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3.有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用され
ている有価証券の評価は、時価法により行っております。
4.有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物
（建物附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構
築物については定額法）を採用しております。
	 また、主な耐用年数は次の通りであります。
															建		物		　			8年〜50年
															その他							3年〜15年
5.無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自金庫利用のソ
フトウェアについては、金庫内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しており
ます。
6.所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リース取引に関する会計基準」
（企業会計基準第13号平成19年3月30日）及び「リース取引に関する会計基準の適
用指針」（企業会計基準適用指針第16号同前）が平成20年4月1日以降開始する事業
年度から適用されることになったことに伴い、リース取引開始日が平成20年4月1
日以降に開始する事業年度に属するものについては、同会計基準及び適用指針を適用
しております。
7.外国通貨については決算日の為替相場による円換算額を付しております。
8.貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しておりま
す。
	 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」とい
う。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係
る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担
保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上してお
ります。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きい
と認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から
担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債
務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
	 上記以外の債権については、過去1年間における累積の貸倒実績率の5期間の平均値
に基づき過去の損失率の実績を算出し、これと当該年度前4年間で最も低い貸倒実績
率のどちらか高い方を適用し、算定しております。
	 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、
当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づ
いて上記の引当を行っております。
	 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担
保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込
額として債権額から直接減額しており、その金額は1,243百万円であります。
9.賞与引当金は、職員への賞与の支払に備えるため、職員に対する賞与の支給見込額の
うち、当期に帰属する額を計上しております。
10.退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務額
を計上しております。

	 また、数理計算上の差異は発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5
年）による定額法により当期費用処理を行っております。

	 当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚
生年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算
することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用として処理して
おります。

	 なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金
庫の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。

	 ①制度全体の積立状況に関する事項（令和3年3月31日現在）
	 	 年金資産の額	 1,732,930百万円
	 	 年金財政計算上の給付債務の額	 1,817,887百万円
	 	 差引額	 △84,957百万円
	 ②制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（令和3年3月31日現在］）
	 	 0.2417%
	 ③補足説明
	 上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高178,469百万円
及び別途積立金93,511百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法
は期間19年0ヵ月の元利均等償却であり、当金庫は、当事業年度の財務諸表上、当
該償却に充てられる特別掛金45百万円を費用処理しております。

	 なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じ
ることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しませ
ん。

11.役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する
退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額
を計上しております。

12.睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻
請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認め
る額を計上しております。

13.偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金
支払見込額を計上しております。

14.役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内訳として「受入
為替手数料」「その他の受入手数料」「その他の役務取引等収益」であります。このう
ち、受入為替手数料は、為替業務から収受する受入手数料であり、送金、代金取立
等の内国為替業務に基づくものと、外国為替送金手数料等の外国為替業務に基づく
ものがあります。

	 為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価の受領と同時期
に充足されるため、原則として、一時点で収益を認識しております。

15.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固
定資産に係る控除対象外消費税等は当該事業年度の費用に計上しております。

16.会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、
翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおり
です。

	 貸倒引当金　1,597百万円
	 貸倒引当金の算出方法は、重要な会計方針として8.に記載しております。主要な仮
定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者
区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別
に評価し、設定しております。なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積
りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金
に重要な影響を及ぼす可能性があります。

17.理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権は9百万円です。
18.理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債務はありません。
19.有形固定資産の減価償却累計額							4,649百万円
20.金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりでありま
す。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の
支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証
券の私募（金融商品取引法第2条第3項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、
「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるも
の並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸
借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。

	 破産更生債権及びこれらに準ずる債権額	 1,848百万円
	 危険債権額	 1,849百万円
	 要管理債権額	 926百万円
	 　三月以上延滞債権額	 20百万円
	 　貸出条件緩和債権額	 905百万円
	 小計額	 4,624百万円
	 正常債権額	 138,444百万円
	 合計額	 143,069百万円
	 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手
続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれ
らに準ずる債権であります。

	 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成
績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の
高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

	 三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延
している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しな
いものであります。

	 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利
の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる
取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三
月以上延滞債権に該当しないものであります。

	 正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産
更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩
和債権以外のものに区分される債権であります。

	 なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
21.手形割引は、業種別監査委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理してお
ります。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外
国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しております
が、その額面金額は940百万円であります。

22.担保に供している資産は次のとおりであります。
	 担保に供している資産
　　　　預け金	 2,400百万円
　　　　有価証券	 22,000百万円
	 担保資産に対応する債務
　　　　借用金	 21,614百万円
	 上記のほか、為替決済の担保として、預け金7,550百万円を差し入れております。
	 また、その他の資産のうち保証金は27百万円であります。
23.出資1口当たりの純資産額10,765円16銭
24.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）によ
る社債に対する当金庫の保証債務の額は96百万円であります。

25.金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
	 当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っておりま
す。

	 このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管
理（ALM）をしております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
	 当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。
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	 また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目
的及び事業推進目的で保有しております。

	 これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リ
スクに晒されております。

	 一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されており
ます。

	 また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。
（3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスクの管理
	 当金庫は、信用リスク管理要領・融資権限規程・担保評価要領等に従い、貸出金
について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の
設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。
	 これらの与信管理は、営業店のほか融資部により行われ、また、定期的に経営陣
による常勤理事会や理事会を開催し、審議・報告を行っております。
	 さらに、与信管理の状況については、ALM委員会がチェックしております。
	 有価証券の発行体の信用リスクに関しては、資金運用部において信用情報や時価
の把握を定期的に行うことで管理しております。
②市場リスクの管理
（ⅰ）金利リスクの管理
	 当金庫は、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。
	 ALM委員会規程およびリスク管理規程において、リスク管理方法や手続等の詳細
を明記しており、ALM委員会において検討・決定されたALMに関する方針に基
づき、具体的な施策に取組み、常勤理事会において実施状況の把握、今後の対応
等の協議を行っています。
	 日常的にはリスク統括部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握
し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、月次ベースで
ALM委員会等に報告しております。
	 なお、金利の変動リスクをヘッジするために、運用および調達期間の最適化に取
組んでおります。

（ⅱ）為替リスクの管理
	 当金庫の外貨建運用資産は投資信託の一部のみとなっております。また、外国証
券の利息部分に対し一部為替変動リスクが生じる債券を保有していることから、
為替相場が10%上昇した場合のリスク量を算出し、月次でALM委員会等に報告
しております。

（ⅲ）価格変動リスクの管理
	 有価証券を含む市場運用商品の保有については、ALM委員会の方針に基づき、理
事会の監督の下、資金運用規程に従い行われております。
	 このうち、資金運用部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資
限度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を
図っております。
	 これらの情報は資金運用部を通じ、常勤理事会及びALM委員会において定期的
に報告されております。

（ⅳ）市場リスクに係る定量的情報
	 当金庫において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融
商品は、「預け金」、「有価証券」のうち債券、「貸出金」、「預金積金」、「借用金」で
あります。
	 当金庫では、これらの金融資産及び金融負債について、「信用金庫法施行規則第
132条第1項第5号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融
庁長官が別に定める事項」（平成26年金融庁告示第8号）において通貨ごとに規
定された金利ショックを用いた時価【または経済価値】の変動額を市場リスク量
とし、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しております。
	 当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債を（固定金利群と
変動金利群に分けて、）それぞれ金利期日に応じて適切な期間に残高を分解し、期
間ごとの金利変動幅を用いております。
	 なお、金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末にお
いて、上方パラレルシフト（指標金利の上昇をいい、日本円金利の場合1.00%上
昇等、通貨ごとに上昇幅が異なる）が生じた場合、対象となる金融商品の時価【ま
たは経済価値】は、7,850百万円減少するものと把握しております。
	 当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とそ
の他のリスク変数との相関を考慮しておりません。
	 また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超え
る影響が生じる可能性があります。
③資金調達に係る流動性リスクの管理
	 当金庫は、資産・負債の総合的管理（ALM）を通して、適時適切に資金管理を行
うほか、運用および調達期間の最適化に取組むことによって、流動性リスクを管
理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
	 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

	 なお、金融商品のうち預け金、貸出金、預金積金、借用金については、簡便な計算
により算出した時価に代わる金額を含めて開示しております。

26.金融商品の時価等に関する事項
	 令和4年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとお
りであります（時価等の評価技法（算定方法）については（注1）参照）。なお、市場
価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注2）参照）。

	 また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

	 （単位：百万円）

（＊1）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（注1）金融商品の時価等の評価技法（算定方法）
金融資産
（1）預け金
	 満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。満期のある預け金については、残存期間に基づく区分
ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される適用金利で割り引いた現在価値を
算定しております。

（2）有価証券
	 株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格に
よっております。投資信託は、取引所の価格又は公表されている基準価格によって
おります。

	 自金庫の保証付私募債は、当該債券から生じるキャッシュフローから貸倒引当金を
控除し、リスクフリーレートで割り引いて時価を算定しております。

	 なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については27.から29.に記
載しております。

（3）貸出金
	 貸出金は、以下の①～③の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別
貸倒引当金を控除する方法により算定し、その算出結果を時価に代わる金額として
記載しております。

	 ①破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フロー　	
	 の見積りが困難な債権については、貸借対照表中の貸出金勘定に計上している額	
	 （貸倒引当金控除前の額。以下「貸出金計上額」という。）

	 ②①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額
	 ③①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の期間に基づく区分ごとに、元利金　	
	 の合計額を市場金利で割り引いた価額

金融負債
（1）預金積金
	 要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみ
なしております。また、定期性預金の時価は、一定期間ごとに区分して、将来の
キャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新
規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、残存期間が短期
間（3ヵ月以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
を時価としております。

（2）借用金
	 借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当金庫
の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似してい
ると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるもの
は、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を市場金利で割り引い
て現在価値を算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。

（注2）市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、
金融商品の時価情報には含まれておりません。

	 （単位：百万円）

（＊1）非上場株式については、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開
示に関する適用指針」（令和2年3月31日）第5項に基づき、時価開示の対象と
はしておりません。

（＊2）当該事業年度において、非上場株式について、340千円減損処理を行っております。
（＊3）組合出資金については、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会

計基準の適用指針」（令和元年7月4日）第27項に基づき、時価開示の対象とは
しておりません。

貸借対照表計
上額 時価 差額

（1）預け金 147,846 148,102 256
（2）有価証券

満期保有目的の債券　 14,581 14,674 92
その他有価証券 127,312 127,312 -

（3）貸出金 142,828
貸倒引当金（＊1） △ 1,592
貸出金（貸倒引当金控除後） 141,236 146,097 4,861

金融資産計 430,975 436,185 5,209
（1）預金積金 398,101 398,086 △ 15
（2）借用金 21,776 21,779 3
金融負債計 419,877 419,865 △ 12

区　分 貸借対照表計上額
子会社株式 -
非上場株式（＊１）（＊２） 12
信金中央金庫出資金（＊１） 1,692
組合出資金（＊３） 26
合計 1,731
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339
198
65
50
517
1,172
△98
1,074

482
482
591

種類 貸借対照表
計上額 取得原価 差額

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えるもの

株式 1,022 714 307
債券 46,344 46,025 319
国債 1,970 1,957 13
地方債 5,909 5,851 58
社債 38,463 38,216 247
その他 12,924 11,805 1,118
小計 60,291 58,545 1,745

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えないもの

株式 297 327 △ 29
債券 56,278 57,030 △ 752
国債 10,715 10,994 △ 278
地方債 5,005 5,093 △ 88
社債 40,557 40,492 △ 385
その他 10,444 10,859 △ 414
小計 67,020 68,217 △ 1,196

合計 127,312 126,763 548

売却額 売却益の
合計額

売却損の
合計額

株式 198 26 38
債券 2,618 22 -
国債 2,378 9 -
地方債 - - -
社債 240 12 -
その他 921 33 63
合計 3,738 82 102

27．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項
	 これらには、「国債」、「地方債」、「短期社債」、「社債」、「株式」、「その他の証券」が
含まれております。

満期保有目的の債券	 （単位：百万円）

その他有価証券	 （単位：百万円）

28.当事業年度中に売却した満期保有目的の債券
	 該当ありません。
29.当事業年度中に売却したその他有価証券	 （単位：百万円）

30.満期保有目的の金銭の信託	 （単位：百万円）

31.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行
の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り一定の限
度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未
実行残高は41,823百万円であります。このうち契約残存期間が1年以内のものが
10,684百万円あります。

	 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未
実行残高そのものが必ずしも当金庫の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるも
のではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びそ

種類 貸借対照表
計上額 時価 差額

時価が
貸借対照表計
上額を
超えるもの

国債 1.700 1,715 14
地方債 5,228 5,272 44
社債 5,027 5,075 48
その他 - - -
小計 11,956 12,063 107

時価が
貸借対照表計
上額を
超えない
もの

国債 - - -
地方債 2,625 2,610 △ 14
社債 - - -
その他 - - -
小計 2,625 2,610 △ 14

合計 14,581 14,674 92

貸借対照
表計上額

時
価

差
額

うち時価が
貸借対照表
計上額を

超えるもの

うち時価が
貸借対照表
計上額を

超 えないもの
満期保有
目的の金
銭の信託

- - - - -

の他相当の事由があるときは、当金庫が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約
極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時に
おいて必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に
予め定めている金庫内手続に基づき顧客の業況等を把握し必要に応じて契約の見直
し、与信保全上の措置等を講じております。

32．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとお
りであります。

	 	 繰延税金資産
	 	 	 貸倒引当金損金算入限度額超過額	 百万円
	 	 	 貸出金償却否認額
	 	 	 退職給付引当金損金算入限度額超過額
	 	 	 減価償却超過額
	 	 	 その他
	 	 繰延税金資産小計	
	 	 評価性引当額
	 	 繰延税金資産合計	
	 	 	
	 	 繰延税金負債
	 	 	 その他有価証券評価差額金
	 	 繰延税金負債合計
	 	 繰延税金資産の純額	 百万円
33.収益認識会計基準の「表示」に関する事項
	 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計」（令和2年3月31日）に基づく契約

資産等の金額は、他の資産と区分表示しておりません。当該事業年度末の契約資
産、顧客との契約から生じた債権及び契約負債の金額は、それぞれ以下のとおり
であります。

　　　　契約資産　　　　　　　　　　　　　3百万円
　　　　顧客との契約から生じた債権　　　　0百万円
　　　　契約負債　　　　　　　　　　　　　0百万円
34.会計方針の変更
	 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」（令和2年3月31日）（以下、「収

益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、消費税等の会計処理
を税込方式から税抜方式へ変更しております。この変更による財務諸表への影響
は、軽微であります。

	 なお、収益認識会計基準第89項に定める経過的な取扱いに従い、当事業年度の期
首より前までに税込方式に従って消費税等が算入された固定資産等の取得原価か
ら消費税等相当額を控除しておりません。

	 また、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」（令和元年7月4日）
等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19号及び企業会計基準
第10号「金融商品に関する会計基準」（令和元年7月4日）第44-2項に定める経過
的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわ
たって適用しております。この変更による財務諸表への影響は、軽微であります。

35.表示方法の変更
	 信用金庫法施行規則の一部改正（令和2年1月24日内閣府令第3号）が令和4年3

月31日から施行されたことに伴い、信用金庫法の「リスク管理債権」の区分等を、
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分等に合わ
せて表示しております。

36.会計上の見積りの変更
	 従来、正常先・その他要注意先の引当率は、過去１年間における累積の貸倒実績

率の3期間の平均値に基づき過去の損失率の実績を算出し、これに将来の損失発
生見込みに係る損失率を求め、それを該当債権額に乗じて算定しておりました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響を緩和するため、国から事業者への資
金繰り支援要請に対応した結果、毀損額が減少しました。但し、新型コロナウイ
ルス感染症の収束により、今後は毀損額が増加していくと推測され、毀損額減少
は一過性のものと考えられることから、算定期間を5算定期間に見直し、これと
当該年度前4年間で最も低い貸倒実績率のどちらか高い方を適用し、それを該当
債権額に乗じて算定する方法に変更しました。

	 この変更により、従来と比べ、貸倒引当金繰入額が46百万円増加し、経常利益、
税引前当期純利益、当期純利益は同額減少しております。

損益計算書注記
１.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
２.出資１口当り当期純利益金額				　　　　407円20銭
３.当該事業年度におきまして、次の資産グループについて減損損失を計上しております。

		減損損失の算定にあたり、当金庫では営業店ごと継続的な収支の把握を行っており、
各営業店（サテライト店は母店と合算）を各営業店のグルーピングの最小単位として
います。地価の著しい下落または十分なキャッシュフローが見込めない資産グループ
１カ所の帳簿価格を回収可能額まで減額し、当該減少額3,857千円を「減損損失」と
して特別損失に計上しております。
	 なお、回収可能価格は正味売却価格（不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価）と使用
価値（0.043％）のいずれか高い金額としております。
４.収益を理解するための基礎となる情報は，貸借対照表の注記において、重要な会計
方針とあわせて注記しております。

用途 種類 場所 減損損失額
営業店舗 1か所 建物 茨城県桜川市 3,857 千円
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